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(57)【要約】
【課題】送風機からフィルターを取り外す際に、フィル
ターに捕集された捕集物がフィルターの外に落下するこ
とを抑えるフィルター付き送風機を提供することを目的
とする。
【解決手段】給気口１０および排気口１１を有する送風
機１と、送風機１の送風部１６と、給気口１０から吸い
込まれた空気がフレーム開口部３０を通って、フィルタ
ー４を通過するように設けられた防塵部２と、フレーム
開口部３０の開口面に沿って摺動するように防塵部２に
取り付けられたフィルターシャッター５とを備え、防塵
部２は、送風機１に取り外し可能に係止されており、防
塵部２を送風機１から取り外す際に、フィルターシャッ
ター５が摺動し、フィルターシャッター５の一部が防塵
部２のフレーム開口部３０を覆うことを特徴とする。
【選択図】図４
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【特許請求の範囲】
【請求項１】
給気口および排気口を有する送風機において、
前記送風機は、内部に設けられる送風部と、
前記送風部により前記給気口から吸い込まれた空気が開口部を通って、フィルターを通過
するように設けられた防塵部と、
前記防塵部の前記開口部の開口面に沿って摺動するように前記防塵部に取り付けられたフ
ィルターシャッターとを備え、
前記防塵部は、前記送風機に取り外し可能に係止されており、
前記防塵部を前記送風機から取り外す際に、前記フィルターシャッターが摺動し、前記フ
ィルターシャッターの一部が前記防塵部の前記開口部を覆うことを特徴とする送風機。
【請求項２】
前記防塵部は、平板状のフレームと前記フィルターとの間に前記フィルターシャッターを
配置することを特徴とする請求項１に記載の送風機。
【請求項３】
前記フィルターは、袋状のメッシュ部材と前記メッシュ部材の開口側を連結する枠体とを
備えており、
前記フィルターシャッターは、前記開口部を形成するフィルターシャッター開口部と前記
フィルターシャッター開口部の周囲から前記フィルター側に立設する側壁ガイドを備えて
おり、前記枠体と前記側壁ガイドとが異なる二面で当接していることを特徴とする請求項
１または２に記載の送風機。
【請求項４】
前記フィルターシャッターの前記フレームに対向する側に設けられたシャッター摺動リブ
と前記フレームの前記フィルターシャッター側に設けられたフレーム摺動リブとが仮固定
可能なように係止することを特徴とする請求項１から３に記載の送風機。
【請求項５】
前記シャッター摺動リブは鉛直方向に複数設けられていることを特徴とする請求項４に記
載の送風機。
【請求項６】
給気口および排気口を有する風路に取り付けられる防塵フィルターであって、
前記給気口から吸い込まれた空気が開口部を通って、フィルターを通過するように設けら
れた防塵部と、
前記開口部の開口面に沿って摺動するように前記防塵部に取り付けられたフィルターシャ
ッターとを備え、
前記防塵部は、前記風路に取り外し可能に固定されており、
前記防塵部を前記風路から取り外す際に、前記フィルターシャッターが摺動し、前記フィ
ルターシャッターの一部が開口部を覆うことを特徴とする防塵フィルター。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、フィルターを備えたフィルター付の送風機および送風機に用いられるフィル
ターに関する。
【背景技術】
【０００２】
　熱交換機器用のフィルターの従来例として、熱交換機器の送風機の給気口と、送風機内
部の熱交換素子との間に設けられているものが知られている。この送風機内部には、フィ
ルターを送風機に取り付けるための取付部が設けられている。
【０００３】
　フィルターを取付部から取り外し、フィルターに捕集された捕集物を取り除くことで、
熱交換素子の目づまりを防止することができる（例えば、特許文献１参照）。
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【先行技術文献】
【特許文献】
【０００４】
【特許文献１】特開２００８－２４９２９０号公報
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【０００５】
　このような従来のフィルター付送風機においては、フィルターを取付部から取り外す際
に、フィルター開口領域が給気口に対して開いているため、捕集物がフィルターの外に落
下してしまうという課題を有していた。
【０００６】
　そこで本発明は、上記従来の課題を解決するものであり、フィルターを取付部から取り
外す際に、フィルターに捕集された捕集物がフィルターの外に落下することを抑えるフィ
ルター付送風機を提供することを目的とする。
【課題を解決するための手段】
【０００７】
　本発明の一態様に係る送風機は、給気口および排気口を有する送風機において、送風機
は、内部に設けられる送風部と、送風部により前記給気口から吸い込まれた空気が開口部
を通って、フィルターを通過するように設けられた防塵部と、防塵部の開口部の開口面に
沿って摺動するように防塵部に取り付けられたフィルターシャッターとを備え、防塵部は
、送風機に取り外し可能に係止されており、防塵部を送風機から取り外す際に、フィルタ
ーシャッターが摺動し、フィルターシャッターの一部が防塵部の開口部を覆う構成とした
ものであり、これにより所期の目的を達成するものである。
【発明の効果】
【０００８】
　本発明によれば、フィルターに捕集された捕集物の落下を抑えながら、送風機から防塵
部を容易に取り外すことが可能である送風機を提供できる。
【図面の簡単な説明】
【０００９】
【図１】本発明の実施形態の送風機を示す全体斜視図である。
【図２】本発明の実施形態の送風機に防塵部が取り付けられた状態を示す部分断面斜視図
である。
【図３】本発明の実施形態の送風機から防塵部が取り外された状態の部分断面斜視図であ
る。
【図４】本発明の実施形態の防塵部が送風機に取り付けた状態を示す斜視図である。
【図５】本発明の実施形態の防塵部が送風機に取り外された状態を示す斜視図である。
【図６】本発明の実施形態の防塵部を示す分解斜視図である。
【図７】本発明の実施形態のフィルターとフレームとの接合状態を示す部分断面斜視図で
ある。
【図８】本発明の実施形態のフレームの斜視図である。
【発明を実施するための形態】
【００１０】
　以下、本発明の実施の形態を図面に基づいて説明する。ただし、以下に示す実施の形態
は、本発明の技術思想を具体化するための送風機を例示するものであって、本発明は送風
機を以下のものに特定しない。また、特許請求の範囲に示される部材を、実施例の部材に
特定するものでは決してない。特に実施の形態に記載されている構成部材の寸法、材質、
形状、その相対的配置等は特に特定的な記載がない限りは、本発明の範囲をそれのみに限
定する趣旨ではなく、単なる説明例にすぎない。なお、各図面が示す部材の大きさや位置
関係等は、説明を明確にするため誇張していることがある。さらに以下の説明において、
同一の名称、符号については同一もしくは同質の部材を示しており、詳細説明を適宜省略
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する。さらに、本発明を構成する各要素は、複数の要素を同一の部材で構成して一の部材
で複数の要素を兼用する態様としてもよいし、逆に一の部材の機能を複数の部材で分担し
て実現することもできる。また、一部の実施例、実施形態において説明された内容は、他
の実施例、実施形態等に利用可能なものもある。
【００１１】
　本発明の一態様に係る送風機は、給気口および排気口を有する送風機と、送風機内に設
けられる送風部と、送風部により給気口から吸い込まれた給気流Ａが開口部を通って、フ
ィルターを通過するように設けられた防塵部と、防塵部の開口部の開口面に沿って摺動す
るように防塵部に取り付けられたフィルターシャッターとを備えた送風機であって、防塵
部は、送風機に取り外し可能に係止されており、防塵部を送風機から取り外す際に、フィ
ルターシャッターが摺動し、フィルターシャッターの一部が防塵部の開口部を覆う構成を
有している。
【００１２】
　これにより、送風機に取り外し可能な状態で係止された防塵部を送風機から取り外す際
に、防塵部のフィルターシャッターを摺動させ、フィルターシャッターの一部がフィルタ
ー開口部を覆う構成とすることで、送風機から防塵部を取り外す際に、防塵部のフィルタ
ーに捕集された捕集物がフィルター開口部から落下することを防止することができる。す
なわち、フィルターに捕集された捕集物の落下を抑えながら、防塵部を送風機から取り外
してメンテナンスを行なうことができるという効果を備える。
【００１３】
　また、本発明において、防塵部は、平板状のフレームとフィルターとの間にフィルター
シャッターを配置することで、防塵部の開口部を塞ぐシャッター構造をフレーム、フィル
ターシャッター、フィルターの３つの部材によって簡易に形成できる。
【００１４】
　また、本発明において、フィルターは、袋状のメッシュ部材とメッシュ部材の開口側を
連結する枠体とを備えており、フィルターシャッターは、開口部を形成するフィルターシ
ャッター開口部とフィルターシャッター開口部の周囲からフィルター側に立設する側壁ガ
イドを備えており、枠体と側壁ガイドとが異なる二面で当接している構成によって、フィ
ルターの枠体とフィルターシャッターの側壁ガイドとの間からメッシュ部材の内部に集塵
した塵埃、虫類の飛散を防止することができる。
【００１５】
　また、本発明において、フィルターシャッターのフレームに対向する側に設けられたシ
ャッター摺動リブとフレームのフィルターシャッター側に設けられたフレーム摺動リブと
が仮固定可能なように係止する構成によって、フィルターシャッターの摺動リブとフレー
ムの摺動リブとが係止することでフィルターシャッターの摺動運動を仮固定することがで
きる。
【００１６】
　また、本発明の防塵フィルターは、給気口および排気口を有する風路に取り付けられる
防塵フィルターであって、給気口から吸い込まれた空気が開口部を通って、フィルターを
通過するように設けられた防塵部と、開口部の開口面に沿って摺動するように防塵部に取
り付けられたフィルターシャッターとを備え、防塵部は、前記風路に取り外し可能に固定
されており、防塵部を風路から取り外す際に、フィルターシャッターが摺動し、フィルタ
ーシャッターの一部が開口部を覆う構成とすることで、送風機等から防塵部を取り外す際
に、防塵部のフィルターに捕集された捕集物がフィルター開口部から落下することを防止
することができる。
【００１７】
　以下、本発明の実施の形態について図面を参照しながら説明する。
【００１８】
　（実施の形態１）
　図１に示すように、送風機１は箱型であり、送風機１の一側面から突出するように給気
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口１０および排気口１１が設けられている。また、一側面に対向する他の側面には、給気
口１０より吸引され、排気によって熱交換された空気を供給する供給口１２および排気を
送風機に吸引する排気給気口１３とが設けられている。
【００１９】
　図１の送風機１の底面には着脱自在の点検パネル１４が設けられており、点検パネル１
４は送風機１の底面より取り外しが可能な構成となっている。
【００２０】
　図２は、送風機１の部分断面斜視図であり送風部１６は、ファンとモーターとを含んで
構成されている。送風部１６は、熱交換素子に隣接して設けられており、給気用送風部お
よび排気用送風部が設けられている。なお、ファン、モーター、熱交換素子、給気用送風
部、排気用送風部は図示を省略している。
【００２１】
　この送風機１は、例えば、建物の天井裏等に設置される。
【００２２】
　図２で示される送風機１によって給気口１０から送風機１に吸い込まれた空気は、供給
口１２から吹き出される。図２の給気流Ａは、給気口１０から送風機１に吸い込まれた空
気が送風機１の内部の一部を通過する状態を表している。なお、給気される空気は、一般
に室外空気であるが室内空気であってもよく、送風機１より供給される空気は一般に室内
へ向かう空気である。なお、給気口１０、排気口１１、供給口１２、排気給気口に風路ダ
クトを接続してもよい。
【００２３】
　図２に示すように給気口１０の気流方向の下流近傍には、送風機１内部の送風部１６の
保護や供給する空気の浄化を目的として防塵部２を備える。防塵部２は給気口１０と送風
部１６との間に設けられている。防塵部２は、図８に示すフレーム３のフレーム開口ガイ
ド３１と給気口１０から内部方向に突出するダクト１５とが係止することで防塵部２が送
風機１内に係止されている。
【００２４】
　防塵部２は、図４の防塵部２の斜視図および図６の防塵部２の分解斜視図で示されるよ
うに、フレーム３とフィルター４とフィルターシャッター５とで構成されている。また、
フィルター４はメッシュ部材４１と枠体４２とで構成されている。この構成によって、図
２で示すように送風機１の給気口１０から吸い込まれた給気流Ａはフレーム開口部３０を
通って、メッシュ部材４１を通過する。給気口１０から吸い込まれた空気が防塵部２のメ
ッシュ部材４１を通過することで、給気口１０から吸い込まれた空気中に浮遊する塵埃や
虫類をメッシュ部材４１により捕集することが可能である。
【００２５】
　図４に示すように、防塵部２は給気口１０側よりフレーム３、フィルターシャッター５
、フィルター４の順に配置されている。フレーム３、フィルターシャッター５、フィルタ
ー４はともに開口部を設けた構成であり、給気口１０から吸い込まれた給気流Ａは、フレ
ーム開口部３０、フィルターシャッター開口部５０、フィルター開口部４０を順に通過し
、フィルター４のメッシュ部材４１を通過する構成となっている。フレーム３、フィルタ
ーシャッター５、フィルター４の３つの簡易な構成でフレーム３とフィルター４との間に
フィルターシャッター５を配置することが可能である。また、図２に示すように、防塵部
は給気口１０側から平板状のフレーム、フィルターシャッター、フィルターの順に配置さ
れている。なお、図示はしないが他の防塵部の実施形態として、給気口１０側からフィル
ターシャッター５、フレーム３、フィルターの順に配置することも可能である。
【００２６】
　図６に示すようにフレーム３は、四角形の薄板状であり、フレーム中央に開口したフレ
ーム開口部３０を備えている。フレーム３のフィルター４が配置される側の一面には、フ
レーム開口部３０の両側に沿って鉛直方向に延在するように、フィルター４側に立設した
一対のフレーム内側ガイド３２が設けられており、一対のフレーム内側ガイドの鉛直方向
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の上端を連結するようにフレーム内側ガイド連結片３２ａが設けられている。よって、一
対のフレーム内側ガイド３２と一対のフレーム内側ガイドの鉛直方向の上端を連結連した
フレーム内側ガイド連結片３２ａは、フィルター４側から見て平面視コの字状の形状をし
ている。フレーム内側ガイド３２の鉛直方向の長さはフレーム開口部３０の鉛直方向の長
さよりも長い形状である。さらに、フレーム３のフィルター４側の一面には、フレーム３
の両側面よりひさし状にフィルター４側に立設するフレーム外側ガイド３３が形成されて
いる。また、フレーム３のフィルター４側の一面には、フレーム開口部３０の下部に摺動
凸リブ３６が設けられている。
【００２７】
　次に、図８を用いてフレーム３を詳述する。図８に示すようにフレーム３の給気口１０
側の一面には、フレーム開口部３０の周囲を囲うようにフレーム３から立設したフレーム
開口ガイド３１が形成されている。
【００２８】
　次に、図６を用いてフィルターシャッター５を詳述する。図６に示すようにフィルター
シャッター５は、四角形状の平板状であり、フィルターシャッター５の上部にはシャッタ
ー部５１が設けられ、シャッター部５１の下部に開口したフィルターシャッター開口部５
０を備えている。フィルターシャッター５のフィルター４側の一面には、フィルターシャ
ッター５の周縁およびフィルターシャッター開口部５０の上辺および下辺には、フィルタ
ー４側に立設する側壁ガイド５２が形成されている。またフィルターシャッター開口部５
０の上部には、側壁ガイド５２より延設するように一対の第一摺動凹リブ５４ａが設けら
れている。さらにフィルターシャッター開口部５０の下部にもフィルターシャッター５の
側縁の側壁ガイド５２より延設するように一対の第二摺動凹リブ５４ｂが設けられている
。
【００２９】
　図４および図５に示すように、フィルターシャッター５はフレーム３のフィルター４側
の一面に対向して配置される。フィルターシャッター５の側壁ガイド５２は、フレーム３
のフレーム内側ガイド３２の内周側に当設するように配置されており、図４及び図５の矢
印の鉛直方向に摺動可能な構成である。すなわち、フィルターシャッター５を図４及び図
５の矢印の鉛直方向に摺動する際にフレーム３のフレーム内側ガイド３２が摺動運動のガ
イドとして機能している。図４は、フィルターシャッター開口部５０とフレーム開口部３
０およびフィルター開口部４０とが連通した状態である。図５はフィルターシャッター５
が鉛直方向に垂下するように摺動し、フィルターシャッター開口部５０とフレーム開口部
３０およびフィルター開口部４０とが連通しない状態、すなわちフィルターシャッター５
のシャッター部５１がフレーム開口部３０およびフィルター開口部４０を遮断した状態で
ある。
【００３０】
　フィルターシャッター５は、摺動可能な構造でフレーム３に取り付けられているが、フ
ィルターシャッター５の第一摺動凹リブ５４ａ及び第二摺動凹リブ５４ｂとフレーム３の
摺動凸リブ３６とが係止することでフィルターシャッター５の摺動運動を仮固定すること
ができる。フィルターシャッター５の第一摺動凹リブ５４ａ及び第二摺動凹リブ５４ｂと
が鉛直方向に異なる位置に別途設けられている構成とすることで、図４のフィルターシャ
ッター開口部５０とフィルター開口部４０とが連通した状態（第二摺動凹リブ５４ｂと摺
動凸リブ３６とが係止している状態）、及び図５のシャッター部５１がフィルター開口部
４０を覆った状態（第一摺動凹リブ５４ａと摺動凸リブ３６とが係止している状態）での
フィルターシャッター５の摺動方向における仮固定がなされる。この構成によって、フィ
ルターシャッター５が仮固定されることで、自然にフィルターシャッター５が摺動するこ
とを防止できるという効果を備える。また、上述の構成によって、フィルターシャッター
５がフレーム３に仮固定されることで、作業者が送風機１より防塵部２を取り外す際にフ
ィルターシャッター５が摺動し、シャッター部５１がフィルター開口部４０より位置ずれ
することによるフィルター４内に捕集された塵埃や虫類の散乱を防止することができる。
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さらに、上述の構成によって、フィルターシャッター５フレーム３に仮固定されることで
、送風機１内に取り付けられた防塵部２が、送風機１の可動中にフィルターシャッター５
がフィルターシャッター開口部５０とフィルター開口部４０とが連通した状態から鉛直方
向に下向きに摺動し、シャッター部５１がフィルター開口部４０を覆うことによる送風機
１の圧損を防止することができる。
【００３１】
　次に、送風機１から防塵部２を取り外す構成について説明する。図１及び図２に記載さ
れた送風機１の点検パネル１４を取り外した状態において、防塵部２のフィルターシャッ
ター５の取っ手５３を図４の矢印である鉛直方向下向きに移動させ、防塵部２を送風機１
から取り外すことができる。また、取り外した防塵部２を送風機１に取り付ける場合は、
図１及び図２に記載された送風機１の点検パネル１４を取り外した状態において、防塵部
２のフィルターシャッター５の取っ手５３を図５の矢印である鉛直方向上向きに移動させ
、防塵部２を送風機１に取り付けることができる。
【００３２】
　この構成によって、送風機１に取り外し可能な状態で固定された防塵部２を送風機１か
ら取り外す際に、防塵部２のフィルターシャッター５を鉛直方向下向きに摺動させ、フィ
ルターシャッター５のシャッター部５１がフィルター開口部４０を覆う図５で示す構成と
することで、送風機１から防塵部２を取り外す際に、防塵部２のフィルター４に捕集され
た捕集物がフィルター開口部４０から落下することを防止することができる。すなわち、
フィルター４に捕集された捕集物の落下を抑えながら、防塵部２を送風機１から取り外し
てメンテナンスを行なうことができるという効果を備える。
【００３３】
　図６に示すようにフィルター４は、開口したフィルター開口部４０を備えた袋状のメッ
シュ部材４１とメッシュ部材４１のフィルター開口部４０の側縁と接合された枠体４２と
で構成されている。塵埃及び虫類を捕集するために、メッシュ部材４１のメッシュ間隔は
、例えば０．０１ｍｍ～１ｍｍであることが望ましい。
【００３４】
　図６に示すようにフィルター４の枠体４２とフレーム３とは、係止構造によって固定さ
れている。一方の係止構造は、フレーム内側ガイド３２の側壁に設けられた係止凹部３４
と図５に図示された枠体４２に設けられた係止凸部４３とが嵌合し、固定される。また他
方の係止構造は、フレーム３のフレーム外側ガイド３３に設けられた係止リブ３５と、枠
体４２に設けられた弾性リブ４４とが当接して固定される。
【００３５】
　図７は、フィルターシャッター５のフィルターシャッター開口部５０とフレーム開口部
３０とが連通した状態において、フィルター４の枠体４２とフィルターシャッター５の側
壁ガイド５２とが係合している構成を示した斜視断面図である。枠体４２のフィルターシ
ャッター５側の端面のうち上辺及び下辺には、ガイド溝４５が設けられている。この枠体
４２のガイド溝４５に対して、フィルターシャッター５の側壁ガイド５２の端面と側面の
異なる２面とで当接している。この構成によって、フィルターシャッター５とフィルター
４の枠体４２との間隙を低減することが可能であり、フィルター４のメッシュ部材４１の
内部に捕集した塵埃や虫類の拡散を防止する効果を備えている。
【００３６】
　図３に示すように送風機１の給気口１０のダクト１５と防塵部２のフレーム開口ガイド
３１とは着脱可能な構成で係止している。メンテナンス時は図２で記載の点検パネル１４
を取り外した後、給気口１０のダクト１５に係止される防塵部２のフレーム開口ガイド３
１を取り外し、防塵部２のフィルターシャッター５の取っ手５３を押し下げることでシャ
ッターが閉まり作業者は容易に防塵部２を送風機１から取り外すことが可能である。
【００３７】
　本発明により、作業者は、防塵部２の取っ手５３を押し下げることで容易に送風機１か
ら防塵部２を取り外すことが可能であり、さらに防塵部２のフィルターシャッター５が鉛
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直方向下向きに摺動し、シャッター部５１がフィルター開口部４０を覆うことでフィルタ
ー４に捕集された捕集物がフィルター開口部４０から落下することを防止することができ
る。
【産業上の利用可能性】
【００３８】
　本発明に係る送風機は、フィルターを搭載する換気扇や熱交換機器等の換気送風装置全
般に適用可能である。また、本発明に係る防塵フィルターは、外気を取り込む送風機等に
利用可能である。
【符号の説明】
【００３９】
　１　　送風機
　１０　　給気口
　１１　　排気口
　１２　　供給口
　１３　　排気給気口
　１４　　点検パネル
　１５　　ダクト
　１６　　送風部
　２　　防塵部
　３　　フレーム
　３０　　フレーム開口部
　３１　　フレーム開口ガイド
　３２　　フレーム内側ガイド
　３３　　フレーム外側ガイド
　３４　　係止凹部
　３５　　係止リブ
　３６　　摺動凸リブ
　４　　フィルター
　４０　　フィルター開口部
　４１　　メッシュ部材
　４２　　枠体
　４３　　係止凸部
　４４　　弾性リブ
　４５　　ガイド溝
　５　　フィルターシャッター
　５０　　フィルターシャッター開口部
　５１　　シャッター部
　５２　　側壁ガイド
　５３　　取っ手
　５４ａ　　第一摺動凹リブ
　５４ｂ　　第二摺動凹リブ
　Ａ　　給気流
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